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議事日程 

 議 案 

  日程第１ 第１４号議案 新宿区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

  日程第２ 第１５号議案 新宿区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則 

  日程第３ 第１６号議案 新宿区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正 

              する規則 

  日程第４ 第１７号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正 

              する規則 

  日程第５ 第１８号議案 令和８年度新宿区教育委員会会計年度任用職員の報酬額につ 

              いて 

  日程第６ 第１９号議案 新宿区教育委員会の権限に属する事務について新宿区教育委 

              員会教育長が臨時代理を執行した件に関する承認について 
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午後 ３時００分開会 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 開   会 

○教育長 ただいまから令和８年新宿区教育委員会第１回臨時会を開会します。 

  本日の会議は、全員出席しておりますので、定足数を満たしています。 

  本日の会議録の署名者は、年綱委員にお願いいたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 第１４号議案 新宿区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

◎ 第１５号議案 新宿区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則 

◎ 第１６号議案 新宿区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する

規則 

◎ 第１７号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する

規則 

◎ 第１８号議案 令和８年度新宿区教育委員会会計年度任用職員の報酬額について 

◎ 第１９号議案 新宿区教育委員会の権限に属する事務について新宿区教育委員会

教育長が臨時代理を執行した件に関する承認について 

○教育長 それでは、議事に入ります。 

  「日程第１ 第14号議案 新宿区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」、

「日程第２ 第15号議案 新宿区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則」、「日程第

３ 第16号議案 新宿区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則」、

「日程第４ 第17号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する

規則」、「日程第５ 第18号議案 令和８年度新宿区教育委員会会計年度任用職員の報酬額

について」、「日程第６ 第19号議案 新宿区教育委員会の権限に属する事務について新宿

区教育委員会教育長が臨時代理を執行した件に関する承認について」を議題といたします。 

  本日の進行につきましては、まず、日程第１ 第14号議案から日程第５ 第18号議案につ

いて一括して説明を受け、審議を行います。次に、日程第６ 第19号議案について説明を受

け、審議を行います。 

  なお、この後の説明及び答弁については、着座にてお願いいたします。 

  それでは、第14号議案から第18号議案の説明を、教育調整課長からお願いいたします。 

○教育調整課長 それでは、「第14号議案 新宿区立学校の管理運営に関する規則の一部を改
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正する規則」について御説明いたします。 

  議案概要を御覧ください。 

  本議案は、学校教育法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。 

  第14号議案を御覧いただきまして、２枚おめくりいただきますと、新旧対照表がございま

す。 

  第６条の５第１項でございます。教職員間の総合的な調整を行う職として、小中学校に主

務教諭という職を新設いたします。この規定の準用により、特別支援学校におきましても、

主務教諭が新設されます。また、１枚おめくりいただき３ページ目、25条、幼稚園につきま

しては主務教諭は置きませんので、これまで準用していた小中学校に係る第６条の５という

規定、これを削除いたします。そのほか、この改正に伴う文言の整理をしているところでご

ざいます。 

  次に、附則でございますが、この規則は、令和８年４月１日から施行いたします。 

  それでは、議案の１ページ目にお戻りいただきまして、第14号議案の提案理由です。 

  学校教育法の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるためでございます。 

  続きまして、「第15号議案 新宿区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則」につい

て御説明いたします。 

  議案概要を御覧ください。 

  本議案は、落合第四幼稚園が休園となることに伴い、所要の改正を行うものです。 

  第15号議案を御覧いただき、２枚おめくりいただきますと、新旧対照表がございます。そ

の裏面の別記を御覧ください。 

  この別記は、３歳児保育実施園を規定しているものでございますが、この４月から休園と

なる落合第四幼稚園を削除いたします。 

  次に、附則でございますが、この規則は、令和８年４月１日から施行いたします。 

  では、議案の１ページ目にお戻りいただきまして、第15号議案の提案理由です。 

  落合第四幼稚園が休園となることに伴い、所要の改正を行う必要があるためでございます。 

  続きまして、「第16号議案 新宿区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正

する規則」について御説明いたします。 

  議案概要を御覧ください。 

  この議案につきましては、２つ前、第14号議案と同様に学校教育法の改正に伴い、所要の

改正を行うものでございます。 
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  では、第16号議案を御覧ください。２枚おめくりいただきますと、新旧対照表がございま

す。その裏面の別記を御覧いただければと存じます。 

  この別記では、期末手当の加算の対象職員と割合を示しており、従前、小中学校の規定を

準用しておりましたところ、今回の改正で幼稚園につきましては主務教諭を置きませんので、

文言の整理を行うものでございます。従前と意味合いが変わるものではございません。 

  次に、附則でございますが、この規則は、令和８年４月１日から施行いたします。 

  なお、本議案には特記事項が付されておりまして、特別区人事委員会の承認を得たときに

成立するものでございます。 

  それでは、議案の１ページ目にお戻りいただきまして、第16号議案の提案理由です。 

  学校教育法の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるためでございます。 

  続きまして、「第17号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正

する規則」について御説明いたします。 

  議案概要を御覧ください。 

  本議案につきましても、学校教育法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。 

  第17号議案を御覧ください。２枚おめくりいただきますと、新旧対照表がございまして、

その裏面の別記を御覧いただければと存じます。 

  勤勉手当の加算の対象職員と割合を示しております。改正内容は第16号議案と同様でござ

います。 

  次に、附則でございますが、この規則は令和８年４月１日から施行いたします。 

  なお、本議案には特記事項が付されておりまして、特別区人事委員会の承認を得たときに

成立するものでございます。 

  それでは、議案の１ページ目にお戻りいただきまして、第17号議案の提案理由です。 

  学校教育法の改正に伴い、所要の改正を行う必要があるためでございます。 

  続きまして、「第18号議案 令和８年度新宿区教育委員会会計年度任用職員の報酬額につ

いて」御説明いたします。 

  議案概要を御覧ください。 

  本議案は、新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づき、新宿区教

育委員会会計年度任用職員の報酬額を定めるものです。 

  それでは、第18号議案を１枚おめくりいただきまして、令和８年度 会計年度任用職員報

酬額等一覧表を御覧ください。 
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  給与改定後のそれぞれの報酬額は、一番右側の列にございます、令和８年度報酬（給料）

月額の金額となります。 

  それでは、議案の１ページ目にお戻りいただきまして、第18号議案の提案理由です。 

  新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づき、新宿区教育委員会会

計年度任用職員の報酬額を定める必要があるためでございます。 

  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○教育長 説明が終わりました。順に質疑してまいりたいと思います。 

  初めに、第14号議案について、御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○教育長 特に御意見、御質問ないようですので、討論及び質疑を終了します。 

  第14号議案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○教育長 第14号議案は、原案のとおり決定いたしました。 

  次に、第15号議案について、御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。 

〔発言する者なし〕 

○教育長 こちらも特に御意見、御質問がなければ、討論及び質疑を終了します。 

  第15号議案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○教育長 第15号議案は、原案のとおり決定いたしました。 

  次に、第16号議案について、御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。 

         〔発言する者なし〕 

○教育長 特に御意見、御質問がなければ、討論及び質疑を終了します。 

  第16号議案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○教育長 第16号議案は、原案のとおり決定いたしました。 

  次に、第17号議案について、御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。 

〔発言する者なし〕 

○教育長 特に御意見、御質問ないようですので、討論及び質疑を終了します。 

  第17号議案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 
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〔異議なしの発言〕 

○教育長 第17号議案は、原案のとおり決定いたしました。 

  次に、第18号議案について、御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。 

  こちらもよろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○教育長 特に御意見、御質問がないようですので、討論及び質疑を終了します。 

  第18号議案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○教育長 第18号議案は、原案のとおり決定いたしました。 

  それでは、第19号議案の説明を教育調整課長からお願いいたします。 

○教育調整課長 それでは、「第19号議案 新宿区教育委員会の権限に属する事務について新

宿区教育委員会教育長が臨時代理を執行した件に関する承認について」御説明いたします。 

  議案を１枚おめくりいただきまして、こちらが臨時代理の概要を記載したものとなってご

ざいます。 

  本来、補正予算案など、区長に対し教育委員会の意見を述べる事務につきましては、教育

委員会の権限に属するものとして御審議いただく事案でございますが、さきの令和８年新宿

区議会第１回定例会に提出されました令和８年度新宿区一般会計補正予算（第１号）中、歳

出第10款教育費につきましては、教育委員会を開催するいとまがございませんでしたので、

教育長が臨時代理を執行し、補正予算案に異議がない旨の意見を述べたものでございます。 

  つきましては、新宿区教育委員会の臨時代理に関する規則に基づき、本議案により教育委

員会の承認を受けるものでございます。 

  さらに、１枚おめくりいただきますと、今回の補正予算の概要となってございます。 

  今回補正を行いましたのは、全部で２事業でございます。まず、第２項小学校費、第５目

営繕費、事業名、一般修繕、内部改修等整備です。 

  補正予算額は4,102万9,000円の増で、補正後の予算額は３億2,186万2,000円です。これは

天神小学校において、一部の建材に飛散性の高いアスベストを含有していることが判明した

ため、撤去工事の実施に要する経費を計上するものでございます。 

  次に、第６項幼稚園費、第２目幼稚園振興費、事業名、乳児等支援給付等です。 

  補正予算額は109万2,000円の増で、補正後の予算額は6.376万1,000円です。これは令和８

年度から実施する新宿区乳児等通園支援事業について、都の補助単価が改定されるため増額
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するものでございます。 

  本事業は、都補助金の対象となるため、歳入についても併せて増額いたします。 

  それでは、１枚目にお戻りいただきまして、第19号議案の提案理由です。 

  新宿区教育委員会の権限に属する事務について新宿区教育委員会教育長が臨時代理を執行

した件に関して、新宿区教育委員会の臨時代理に関する規則第３条第１項の規定に基づき、

教育委員会の承認を受ける必要があるためでございます。 

  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○教育長 説明が終わりました。第19号議案について、御意見、御質問がありましたら、お願

いいたします。 

         〔発言する者なし〕 

○教育長 特に御意見、御質問がなければ、討論及び質疑を終了いたします。 

  第19号議案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

〔異議なしの発言〕 

○教育長 第19号議案は、原案のとおり決定いたしました。 

  以上で、本日の議事を終了します。 

  次に、本日の日程で予定されている報告事項はありませんが、事務局から報告事項があり

ますでしょうか。 

○教育調整課長 特にございません。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎ 閉   会 

○教育長 それでは、本日の教育委員会を閉会といたします。 

  ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

午後 ３時１３分閉会 


